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研究成果の概要：第二次世界大戦後占領下の日本において行なわれた、行政制度の法的な改正

は多岐にわたる。GHQ 公衆衛生福祉局サムス准将の主導により行なわれた保健医療制度の変

革は、占領国の法律を超える積極的な予防医学的な法の精神で作られたようである。しかし今

回の研究により、その法を実際に施行した日本の混乱と新たな問題の発生が明らかとなった。 
交付額 
                               （金額単位：円） 
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２００７年度 700,000 210,000 910,000 

２００８年度 700,000 210,000 910,000 

  年度  

総 計 3,200,000 420,000 3,620,000 

 
 
研究分野：医歯薬学 
科研費の分科・細目：境界医学・医療社会学 
キーワード：(1)結核  (2)予防接種 (3)感染症 (4)占領史 (5)予防医学 (6)法制度 

(7) GHQ  (8)健康危機管理 
 

 
１．研究開始当初の背景 

（１）この研究は小児科の研修医として医

学部卒業後の臨床研修を開始し、その後外科

学・心臓外科学に転じその専門医を２０年づ

けた後に、保健行政を７年経験した医師の経

験の中でたどり着いた研究者としての主題で

ある。現在、看護系学部にて公衆衛生と外科

学を学部学生に教育する立場にあるが、医学

の臨床と法の制度の２つ主題の間には大きな

哲学の違いがある。それぞれの領域がそれぞ

れの領域の哲学で人間社会に対応してゆける

時代ではなくなってきた。このことを医療史

という言葉で、医学史・法制史を含めた社会

史から検討することを試みた。 

（２）具体的には戦後期被占領下に大きな法

改正のあった結核予防法と予防接種法はその

後の日本の保健予防行政の中心をなしたと考
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えられるので、この二法の研究を中心にする

方針とした。 
 
２．研究の目的 

（１） 第二次世界大戦後の、日本の劣悪

な保健衛生状況の中でその改善を迅速に行な

ったＧＨＱおよび日本側当局の上げた成果は

充分に評価されてよい。しかし、戦後医療史

を現代史として、当時の一次資料を検討する

と、現在の保健・医療・福祉の問題の発生を

予想させる歴史的な事実が多数存在したこと

がわかる。具体的には薬害問題や医療安全な

どの保健・医療・福祉の総合的な問題の解決

には、戦後期の法体系の成立過程と当時の問

題点、それに対する解決方法、および国民の

受容過程を知ることが必要であると考えられ

るので、それを研究の目的とした。 

（２）感染症と人間の関係がますます複雑

で重大な問題となっている現在の視点から、

被占領下に世界で最も強力な予防接種法を成

立施行し、それに伴う接種事故や各種の多く

の問題を起こしてきた予防接種法について成

立過程を明らかにすることを目的とした。

（３）国民病といわれた結核に対して結核予

防法を全面改正した戦後占領期は結核が国民

保健問題の中で大きな位置を占めたこともあ

り、その法制度や医療をめぐる議論が活発で

あった。この時代について現在も議論のある

BCGの接種問題や法による結核管理につい

て結核実態調査を含めて研究目的とした。 

３．研究の方法 

（1）戦後占領期の日本の行政・政治・社

会の研究には日本の資料と共に、統治者（Ｇ

ＨＱ） 側の一次資料も解読し参考としなけれ

ばならない。医学医療関係の資料および日本

学術会議資料、新聞資料等と、国立国会図書

館公開のＧＨＱ／ＳＣＡＰ文書の双方を資料

として研究した。 

（2） ＧＨＱ／ＳＣＡＰのファイルから

Ｔｕｂｅｒｃｕｌｏｓｉｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ

および ＢＣＧ Ｉｍｍｕｎｉｚａｔｉｏｎ 

Ｊａｐａｎ ファイルの膨大な文書を読み 

日本の政策と対比した。 

（３）一次から五次に渡る結核実態調査報

告書（昭和２８年から昭和４８年）（それぞれ

に付随する調査と報告書がある）と結核統計

総覧（結核予防会編）により研究した。特に

結核予防行政は国際的にも国家間に大きな差

異が見られる領域であり、日本の健康転換に

影響した戦争と戦後占領期の政策を検証した。 

（４）研究期間中に二度の国外出張をした。

２００７年国際結核肺疾患予防連合の第１回

アジア太平洋会議（８月マレーシア）に出席

した。世界の結核問題を日本の結核史と比較

することによりこれからの世界的な問題を探

った。 

２００９年２月に英国ロンドンにて 

Ｗｅｌｌｃｏｍｅ Ｌｉｂｒａｒｙ とバー

クレイ  にてＥｄｗａｒｄ Ｊｅｎｎｅｒ   

Ｍｕｓｅｕｍ を訪問して種痘史・予防接種

史・結核史の一次資料研究の予備調査を行っ

た。 

４．研究成果 

（１）昭和２６年新結核予防法が施行され

た。当時の国民病・結核に対する対策の重要

性からこの法律は国民健康保険制度のない時

代の国民に非常に歓迎されたものと思われる。

しかし、結核の予防接種（ＢＣＧ）が法の規

定となったことをきっかけに、いわゆるＢＣ

Ｇ論争が医学界、国会、行政、言論界、報道

メディアで起こった。論争の論点は二点に集

約できる。①結核に対する予防効果が確立し

ていないＢＣＧ接種を、法による強制接種と

して行うことの是非について。②ＢＣＧ接種

に伴う副反応の頻度が高く、無害なものでな

いと考えられたこと。 

この二点から強制接種に反対の立場が、社
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会保障制度審議会と日本学術会議であり、接

種推進の立場が、結核予防会及び結核予防審

議会であった。厚生大臣は強制接種に躊躇す

る態度があり、ＧＨＱは接種推進を明確にし

ていた。日本医師会の態度は不明確である。

衆議院厚生委員会のＢＣＧ接種推進の決議、

及び、厚生大臣の辞任により、論争は政治的

に終結した。この論争により、乾燥ワクチン

の不確実性や接種の方法等についての問題点

が明らかとなり、昭和２７年から、ＢＣＧ接

種研究協議会が組織され、研究と接種法の改

善がはかられた。日本の接種方法は国際的に

一般的な方法ではないが、副反応の少ない方

法として認められている。医学的論争を社会

が共有することにより日本の結核医療の体系

は社会的な認知を得たように思われる。法の

成立後の結核の死亡率の低下は著しい。 

死亡率（対人口１０００） 結核死亡率（対人口10万）
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（２）第二次世界大戦後被占領下の日本で

は強力な予防接種法と結核予防法を制定して

対応した。占領下においても国民の健康につ

いての議論は活発に行なわれたが、今回の研

究により、その議論の背景にあった福祉と保

健衛生予算をめぐる政治的問題の存在が判明

した。特に厚生行政をめぐるＧＨＱとの関係

と日本の学術界を含む政治的状況の一部が明

らかとなった。 

また、その後の五次にわたる結核実態調査

から、積極的にＢＣＧの接種が行われたこと

と、次第に結核死亡の減少を見たことが明ら

かとなったが、昭和四十八年までの全調査を

通して、感染性肺結核症の六割未満の届出し

かされておらず、結核予防法の問題点も明ら

かとなった。 
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（３）予防接種法成立期のＧＨＱ／ＳＣＡＰ

文書から、戦後期の日本の防疫問題と当時成

立した旧予防接種法の問題点が明らかとなっ

た。 

昭和２３年に成立した予防接種法について

その制度の成立期の問題とその後の問題を

研究した。占領下に成立した予防接種法は

明らかにＧＨＱ／ＰＨＷ  の方針により法

制化されたものであり、ＰＨＷの提起だけ

ではなくＳＣＡＰ（連合国最高司令官）の

関わるＦＥＣ(極東米軍）の軍事的方針の下

に日本で法制化されたものであることが明

らかになった。法制化にあたっては、日本

国民に日本にて製造されたワクチンによる

強制接種を、広い範囲に、多くの疾患に対

して行なうことを目的としていたことがわ

かった。予防接種の持つ意義、社会的価値

はおおきいが、予防接種に対する忌避的な

意識は日本にも、世界にも、存在してきた

し、いまも存在する。また科学的に解明さ

れた部分と、解明しがたいことが存在する

医療行為である。特に日本の法制定及びそ

の後の歴史を研究したときに気づかれるこ

とは、予防接種の慎重接種の考え方の欠落
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と、予防医療政策の転換が遅れたと考えざ

るを得ない。木村・三藤・堺の１９８８年

厚生科学研究報告書「世界各国の予防接種

対策・特に健康被害救済制度に関する研究」

では、『予防接種が法律で義務付けられてい

る国は少なく、日本のような制度を設けて

いる国はほとんどない』としており、今後

の予防接種の法体系と効果的な予防接種実

施の方向性についての研究が必要である。 

下図に例として、腸チフスと天然痘の発生

率死亡率を示すが、予防接種法の成立した昭

和２３年（１９４８年）には、すでに戦後の

日本の感染症の爆発的な発生は収束に向かっ

ていたころであることは明らかである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）国際結核肺疾患予防連合の第１回ア

ジア太平洋会議（２００７年８月マレーシ

ア）に出席し、国際的な結核問題と日本の

問題を把握し、その会議の内容をＷＨＯの

統計と日本の結核統計総覧に比較して①

ＷＨＯの結核データーベースの問題点②

現在のアジア諸国の結核医療の有効性の

問題点③南アフリカのＨＩＶ /ＡＩＤＳ

・結核問題④国際問題としての結核の重

要性を総説として発表した。次の図は青

線が南アフリカ、ピンクがカンボシア、

日本は下方のクリーム色である。  

TB incidence, all forms WHO WEB 

 (per 100 000 population per year) 

 

 

 

 

 

 

平成20年度  

 ２００７年マレーシア国クアララン  

 

（５）バークレイのＥｄｏｗａｒｄ Ｊ

ｅｎｎｅｒ 博物館、において種痘に始

まる予防接種史及び結核史にかかわる予

備調査を行なった。英国滞在中に下図の

インデペンデント紙の記事に遭遇して予

防接種やワクチンの安全性の問題に対す

る社会の対応が英国では非常に鋭いと感

じて帰国した。日本との意識の違いが明

らかであり今後も研究を続けたい。  

 

（２００９・２・２６）  
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ト：戦前、占領期の保健医療政策の分析を通

じての現在の保健医療制度の考察（代表 杉

田聡）第４回研究会発表、  
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